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条 例 （案） の 概 要 

 

 

条例の名称 茨城県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例 

１ 制定（改正） 

 の理由・根拠 

警察法施行令の一部改正に伴うもの 

２ 制定（改正） 

 の目的 

警察官が増員されるため、警察官の定員を改め、適正な組織運

営に資する。 

３ 背景・必要性 (1)  地方警察官の定員は、「政令で定める基準に従い条例で定

める」（警察法第 57 条第２項）こととされ、都道府県警察ご

との定員の基準及び階級別定員の基準が、それぞれ警察法施

行令で規定されている。 

(2)  この度、警察庁において、全国の地方警察官合計 476 人の

増員を盛り込んだ令和７年度予算政府案が閣議決定される

とともに、警察法施行令で定める本県警察官の定員基準が 12

人増員されることとなったため、本条例についてもこれに合

わせて改正するもの 

４ 内 容  警察職員の定員を次のように改める。 
 

区 分 現行 

（人） 

改正案

（人） 

増員数 

（人） 

警察官 警視 145 146 ＋１ 

警部 316 317 ＋１ 

警部補及び巡査部長 2,856 2,863 ＋７ 

巡査 1,497 1,500 ＋３ 

小計 4,814 4,826 ＋12 

その他の職員 581 581 － 

合計 5,395 5,407 ＋12 
 

５ 効果・影響 本改正により、本県警察官を増員することで、サイバー空間に

おける対処能力の強化や匿名・流動型犯罪グループに対する戦略

的な取締りの強化など、直面する治安課題に的確に対応するため

の組織運営を図っていくことができる。 

６ 施行日  令和７年４月１日 
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工事請負契約の締結について（古河警察署建設工事）資 料 警 察 本 部
警務部装備施設課

古河警察署について、施設の⽼朽化を解消し、県⺠の利便性の向上及び警察活動の拠点としての機能向上
を⽬的に移転建て替えを⾏うため、建設⼯事請負契約を締結しようとするもの。

１ 工事名
古河警察署建設⼯事

２ 工事場所
古河市⻄⽜⾕地内 約15,000㎡

３ 工事概要

４ 契約⾦額
25億6,630万円

５ 契約相手方
常総・森田特定建設⼯事共同企業体
代表者
神栖市賀2108番地８
常総開発⼯業株式会社 代表取締役 石津 正美

６ 工期
令和７年５⽉から令和９年３⽉まで

７ その他
電気設備⼯事、機械設備⼯事、付属棟建設⼯事及び外構⼯

事は別途発注予定。

⼯事の内容

建 物 構 造 等 延床面積

庁舎棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ３階建て 5,223.23㎡

事業スケジュール等

○総事業費
約45億円
※用地取得費約5.5億円は除く。

令和４年度 ・基本設計
令和５年度 ・実施設計
令和６年度
令和７年度   建設⼯事（３か年）
令和８年度
令和９年度 ・供用開始予定
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茨城県の治安概況 ※資料中で使用している数値には速報値も含まれます。

１ 刑法犯関係の認知・検挙状況等
(1) 刑法犯の認知・検挙状況 (2) ＤＶ事案の相談等件数・対応状況

(2) 金属盗・自転車盗の認知状況 (3) 児童虐待事案の通告・検挙状況

(3) 来日外国人の検挙状況 (4) 高齢者虐待事案の相談等件数・対応状況

２ 人身安全関連事案の対応状況
(1) ストーカー事案の相談等件数・対応状況 ３ 交通事故の発生状況

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
認知件数 30,502 29,085 26,607 24,809 22,550 20,312 16,301 14,277 15,986 19,767 21,094
検挙件数 9,646 8,896 9,216 8,067 8,181 7,286 6,182 5,833 4,988 5,958 6,192
検挙人員 5,068 5,141 4,873 4,909 4,237 3,562 3,311 3,107 3,207 3,374 3,584
検挙率 32 31 35 33 36 36 38 41 31 30 29
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
相談等件数 380 475 519 526 462 421 475 492 396 493 446
指導警告件数 163 172 138 156 173 190 224 307 211 189 171
検挙件数 30 67 59 41 33 37 46 55 41 43 42
禁止命令件数 5 13 11 32 33 50 66 66 46 66 71
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
相談等件数 1,637 1,763 1,798 1,951 2,227 2,421 2,451 2,704 2,638 2,760 2,300
検挙件数 272 509 476 427 433 342 222 210 341 249 192
保護命令件数 47 45 24 29 28 26 18 23 28 17 29
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
通告人員 330 317 739 906 1,237 1,550 1,687 1,817 1,692 1,842 1,595
検挙件数 23 33 42 30 66 58 42 33 38 51 42
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
相談等件数 202 201 267 304 418 438 477 487 476 512 418
通報人員 190 194 238 267 373 396 432 442 448 367 383
検挙件数 40 80 78 71 90 74 66 45 58 63 47
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
発生件数 12,534 11,613 10,455 9,679 8,682 7,447 6,049 5,929 6,271 6,489 6,005
死者数 132 140 150 143 122 107 84 80 91 93 94
高齢者死者数 60 69 73 80 65 65 52 46 50 47 54
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
刑法犯検挙件数 248 164 218 245 324 155 193 442 215 375 636
特別法犯検挙件数 170 187 256 559 323 290 402 342 326 462 704
刑法犯検挙人員 121 127 160 184 125 104 153 164 148 153 193
特別法犯検挙人員 118 152 184 438 263 210 299 250 228 331 463
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R02 R03 R04 R05 R06
金属盗 1,337 1,227 1,632 2,889 3,628
自転車盗 1,484 1,322 1,632 2,118 2,515
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(１) 利⽤促進に向けた取組
・ 巡回連絡時における即時利用の働き掛け
・ 企業・団体等との協働や県・市町村を介した

県⺠への周知
・ 学校を介した学生・生徒、保護者への働き掛け
・ 防犯キャンペーン等における利用の働き掛け

(２) ダウンロード数
・ 令和５年５⽉末 約2.8万件

→令和６年１２⽉末 約20.3万件(７.３倍)

茨城県警察重点施策の推進状況
令 和 ７ 年 ３ 月 1 3 日

巡回連絡を活⽤した犯罪へのディフェンス⼒強化対策の推進

⇨ 令和６年１２⽉末現在 １２３万世帯中 約２３万世帯 の巡回連絡を実施

ニセ電話詐欺防止対策 住宅侵⼊窃盗防止対策 歩⾏者事故防止対策 災害被害防止対策

ニセ電話詐欺防止対策２

住宅侵入窃盗防止対策３

自動車盗防止対策４

県⺠の防災意識向上対策及び県警察の災害対処能⼒向上7

認知件数の推移 全国との比較
（前年比）

歩行者事故防止対策6

従前の取組
高齢者のいる世帯５３万世帯対象
に実施

現在の取組 （R６年６月〜R９年５月）

（R５年６月〜R６年５月）

⾃動⾞盗防止 ⾃転⾞盗防止
サポート・
投資詐欺等防止

金属盗に関する
情報提供依頼

高齢者のいる世帯５３万世帯
＋

上記以外の７０万世帯
合計１２３万世帯（３年で１巡）

金属盗対策5茨城県警察防犯アプリ「いばらきポリス」の利用促進１

認知件数の推移

認知件数の推移

認知件数の推移

○ 取組の成果

上記に加えて

(1) 被害の特徴
・ 認知件数（令和６年中）

567件（前年比-48件）
・ 約９割がドアロック中の被害

(2) 対策
・ 巡回連絡、いばらきポリス、マスメディ

アを活用した積極的な広報、⾃動⾞関連企
業・団体と協働した啓発活動等により、
「⾞両の物理的固定」「警報装置の取付」
「防犯カメラやセンサーライトの設置」を
働き掛け

(3) 取組の成果
・ 全国は7％増加であるのに対し本県は８％減少

(1) 被害の特徴
・ 認知件数（令和６年中）

3,628件（前年比+739件）
・ 被害の約７割が太陽光発電施設の⾦属

ケーブルの盗難
(2) 対策

・ 巡回連絡による情報提供依頼
・ 改正条例に基づく取締り
・ 緊急配備支援システムによる迅速検挙

(3) 取組の成果
・ 令和６年11⽉から減少
・ 増加率は全国と同⽔準

・ 信号機のない横断歩道における
全国と本県の死亡・重傷事故件数
（同期比）を比較すると、全国は
7％増加である のに対し本県は
39％減少

(1) 歩⾏者死亡事故の特徴（令和６年中）
･ 状態別では、歩⾏中が36％を占めている、要因別では、前⽅不注意が最多の48％
･ 昼夜別では、夜間が68％を占め、そのうち高齢者が48％、夜間の死者の96％が反射材非着用

(2) 対策と成果
○ 反射材の貼付活動の強化

・ 巡回連絡等を通じて反射材の直接貼付を実施し、高齢者を中心に約25.9万人に対して貼付（R5.6~R6.12）
○ 横断歩⾏者妨害取締りの強化

・ 対策後は過去10年の
⽉平均の5.5倍を検挙

県警察による防災講話の受講者数(1) 近隣住⺠同⼠が連携した早期避難
防災意識向上を⽬的とした防災講話の実施
1,602回・約10万人に働き掛けた結果、参加者の

防災意識が向上
(2) ⾃主防災組織・防災リーダーとの連携

各地域の組織やリーダーに「避難訓練」を働きかけ、
連携した訓練の実施を推進

(3) 災害対処能⼒の向上
関係機関との共同訓練等、実戦的訓練の反復実施
装備資機材の充実強化

対策前
月平均７３人

対策後
月平均４，９８７人

約６８倍増加

5.5倍

(1) 被害の特徴
・ 認知件数（令和６年中）

993件（前年比-213件）
・ 約半数が無施錠、約４割がガラス破りに

よる被害
(2) 対策

・ 巡回連絡、いばらきポリス、マスメディ
アを活用した積極的な広報等により、「常
時施錠の習慣付け」「防犯フィルム等を活
用した窓ガラスの強化」「防犯カメラやセ
ンサーライトの設置」を働き掛け

(3) 取組の成果
・ 前年比で認知件数が213件減少し、全国

よりも大きく減少

全国との比較前年比

全国との比較
（前年比）

全国との比較
（前年比）

全国との比較
（前年比）

(1) 被害の特徴
・ 認知件数（令和６年中）

224件（前年比－18件）
・ オレオレ詐欺が増加

95件（前年比＋40件）
・ 架空料⾦請求詐欺が減少

86件（前年比－34件）
(2) 対策

・ 巡回連絡を通じた固定電話の
留守番電話設定

・ 詐欺手口の周知と広報
(3) 取組の成果

・ 全国は11％増加であるのに対し本県は７％減少
・ 令和６年中の認知件数は過去10年間で最少
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○ 令和７年度警察費当初予算案の概要について

１ 予算額

（単位：千円）

※ 人 件 費～職員給与費、退職手当、会計年度任用職員雇用費等

一般行政費～活動経費、庁舎等維持管理費、その他の諸費

投資的経費～交通安全施設整備費、警察施設整備費等

人件費

52,365

(77.6%)

一般行政費

9,298

(13.8%)

投資的経費

5,833

(8.6%)
（単位：百万円）

令和７年度警察費内訳

増減率

警察費 67,496,252 64,542,305 2,953,947 ＋4.6%

県予算 1,263,693,626 1,251,190,267 12,503,359 ＋1.0%

区　分 令和７年度 令和６年度 増減額

令和７年度警察費当初予算は、674億9,625万２千円で、前年度と比較す

ると29億5,394万７千円（4.6％)の増となっており、その主な要因は、職

員給与費等の人件費が23億1,061万１千円（4.7％増）、古河警察署建設工

事費等の物件費が６億4,333万６千円（4.2％増）となっています。

また、内訳は、職員給与費等の人件費が77.6％を占め、次いで活動経費

等の一般行政費が13.8％、交通安全施設整備費等の投資的経費が8.6％と

なっています。
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２ 主な事業

本県の刑法犯認知件数は長期にわたり減少傾向を維持してきましたが、

令和４年から増加に転じており、ニセ電話詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐

欺等の発生により県民全体に大きな被害を与えているほか、自動車盗、住宅侵

入窃盗及び金属盗も依然として多発するなど厳しい状況にあります。また、交

通事故については、人身交通事故発生件数は前年比で減少したものの、交通事

故死者数は増加しており、飲酒運転、妨害運転等の悪質・危険な違法行為も後

を絶たない状況にあります。

こうした情勢を踏まえ、令和７年度当初予算では、自動車盗や住宅侵入窃盗

といった身近な犯罪から県民の生活を守るための取組を継続して推進するほ

か、子供や高齢者を始めとする全ての道路利用者の安全の確保等の総合的な交

通安全対策に重点を置き編成しました。

(1) 治安対策の強化 新：新規事業、拡：拡充事業

ア 自動車盗対策事業費 【予算額：445,128千円】
◆ 事業内容：自動車盗を始めとする重要窃盗犯や重要犯罪の捜査に有効な緊急
配備支援システムの整備等

○ 緊急配備支援システム30基の更新
○ ヤード対策用カメラ15台のリース経費
○ よう撃捜査支援装置30台の運用管理

イ 安全安心まちづくり推進事業費 【予算額：38,515千円】
◆ 事業内容：防犯アプリ等を活用した情報発信による犯罪被害防止及びニセ電
話詐欺等の検挙活動の強化

〇 防犯アプリ等を活用した情報発信による県民の犯罪被害防止
犯罪情報発信管理システムのリース経費

○ ニセ電話詐欺等の検挙活動の強化
捜査支援用カメラ等ニセ電話詐欺対策用資機材のリース経費

ウ 捜査活動強化費 【予算額：132,192千円】
◆ 事業内容：捜査活動強化のための資機材整備
○ ＩＢＢＮを活用した捜査用ネットワークの運用
○ 取調べ録音・録画装置の更新
○ 携帯電話・スマートフォン解析機のリース経費

エ 警察署等建設整備費 【予算額：1,256,932千円】
◆ 事業内容：警察署の建て替え
○ 古河警察署 令和７年度事業計画：建設工事

R4：基本設計、R5：実施設計、R6～R8：建設工事、R9:供用開始
○ 石岡警察署 令和７年度事業計画：基本設計（R6予算繰越）

R6～R7：基本設計、R8：実施設計、R9～R11：建設工事、R11:供用開始

オ 交番・駐在所等建設整備費 【予算額：116,771千円】
◆ 事業内容：交番・駐在所の建て替え
○ 令和７年度事業計画：交番１所(水戸署大工町交番)の建設、駐在所２所の解体
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カ 警察施設改修費 【予算額：1,011,232千円】
◆ 事業内容：警察施設の長寿命化を踏まえた計画的な改修
○ 令和７年度事業計画
・ 警察署内外部改修・設備更新工事（境署）

・ 交番リフォーム３所（土浦：神立、石岡：美野里地区、古河：三和）

・ 本部庁舎非常用発動発電機ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ更新工事

キ 警察車両整備費 【予算額：130,780千円】
◆ 事業内容：警察機動力を確保するための警察車両の計画的な整備
○ 令和７年度整備計画
・ パトカー等四輪車 28台（うちPHEV車3台）

・ 原動機付自転車 18台

計 46台

・ 充電設備設置工事(本部、つくば署) ２所

ク 通信指令システム運営費 【予算額：505,892千円】
◆ 事業内容：110番通報や重要事案に迅速・的確に対応するための通信指令
システムの運営費

〇 通信指令システム機器のリース料及び通信回線料

新 警察施設代表電話への音声ガイダンスの導入

○ 令和６年中の110番通報受理件数等

・ 110番通報受理件数 221,063件

・ 緊急配備発令件数 52件

ケ サイバー犯罪対策費 【予算額：15,929千円】

◆ 事業内容：サイバー犯罪捜査資機材の整備

〇 高性能解析用パソコンのリース経費

○ パソコン及び周辺機器の購入費、ソフトウェアライセンス料

コ 警察情報化推進費 【予算額：1,555,682千円】

◆ 事業内容：警察業務の合理化・高度化のための警察情報システムの運営費

〇 業務の合理化・高度化に向けたＩＴ環境の整備

○ 警察情報管理システムの維持管理

・ 運転免許管理システム等計51業務

(2) 交通安全対策の推進

ア 交通安全施設整備費 【予算額：2,627,144千円】
◆ 事業内容：交通事故を防止するとともに交通事故死者数を減少させるための
交通安全施設の重点的・効果的な整備

○ 令和７年度事業計画
・ 信号機新設 36基
・ 信号制御機更新 287基
・ 信号灯器ＬＥＤ化 445式
・ 道路標識、道路標示
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イ 交通指導取締強化費 【予算額：69,417千円】
◆ 事業内容：通学路・生活道路における速度違反に重点を置いた交通指導取締
りのための取締資機材の整備等

拡 交通取締用資機材の整備

・ 可搬式速度違反取締装置 ２台

○ 交通警察活動用経費

・ 交通指導取締り・事故処理用消耗品費、機器点検・修繕料

ウ 自動車運転免許事務費 【予算額：818,973千円】

◆ 事業内容：運転免許試験・更新等の適正な実施及び外国人が運転免許を取得

しやすい環境の整備

新 外国運転免許切替オンライン予約及びオンライン通訳システムの導入

エ 自動車運転免許講習費 【予算額：432,268千円】

◆ 事業内容：交通情勢や安全運転の知識等を習得させる講習及び悪質な運転者

等の危険性を改善させるための講習の実施、外国人が運転免許を取得しやすい

環境の整備

新 外国運転免許切替申請者待機日数短縮のための体制強化

・ 会計年度任用職員４名の増員

○ 令和７年度講習計画

・ 更新時講習344,200人、取得時講習、停止処分者講習、違反者講習等
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○ 令和６年度警察費補正予算案の概要について

１ 補正予算額

（単位：千円）

区 分 補正前の額 補 正 額 最終予算額

警 察 費 66,093,935 △796,826 65,297,109

２ 補正内訳

（単位：千円）

項 目 補 正 額 主 な 内 容

警察費 △796,826

警察管理費 △707,093

公安委員会費 △2,500 許可事務委託料等の執行残

警察本部費 △236,585 職員給与費等の執行残

警察施設費 △377,331 公有財産購入費等の執行残

運転免許費 △84,562 運転免許講習委託料等の執行残

恩給及び退職年金費 △6,115 恩給費の執行残

警察活動費 △89,733

一般活動費 55,000 食料費等の不足分

装備費 △70,397 車両燃料費等の執行残

刑事警察費 △11,930 使用料等の執行残

交通指導取締費 △62,406 工事請負費等の執行残
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令和７年度茨城県警察組織改編の概要

安全安心を実感できる「いばらき」の確立に向けて、県内の治安情勢に的確に
対応しつつ、「警戒の空白」を生じさせないための組織体制を構築する。

基本方針

１ サイバー事案への対処能⼒の強化

２ 匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的な取締りの強化

(1) 匿名・流動型犯罪グループに関する情報の収集・分析を強
化するため、刑事部組織犯罪対策第一課に情報集約係を新設

(2) 匿名・流動型犯罪グループの資金源となっているＳＮＳ型
投資・ロマンス詐欺やニセ電話詐欺の捜査を強化するため、
組織犯罪対策第一課ニセ電話詐欺対策室に初動捜査支援係を
新設

(3) 金属盗をはじめとする組織的に敢行される窃盗事件の検挙
対策を強化するため、刑事部捜査第三課の捜査体制を拡充

３ 犯罪抑止対策の強化

(1) 「巡回連絡を活用した犯罪へのディフェンス力強化対策」
の更なる推進を図るため、地域部地域課に巡回連絡推進係を
新設

(2) 令和７年４月に関係条例が施行される特定金属類取扱業
に係る許可審査や立入検査を行うため、生活安全部生活安全
総務課に特定金属類取扱業係を新設

４ 運転免許手続の利便性向上

専門的な知識・技術が必要となるサイバー事案に的確に対処
するため、生活安全部サイバー捜査課の捜査体制を拡充

令和７年３月に運用が始まるマイナ免許証に係る窓口対応や
専門的な知識が必要となる窓口職員の人材育成等を行うため、
交通部運転免許センターにマイナ受付係とマイナ指導係を新設



（警察本部） 令和６年度県出資法人等経営評価結果 （令和５年度決算ベース）

法　　人　　名

＜評 価 区 分＞

所　　管　　課

基本財産 県出資額 県出資比率

148,071千円 30,000千円 20.3％

前期正味
財産増減額

当期正味
財産増減額

正味財産
期末残高

△490千円 △2,524千円 154,852千円

＜概ね良好＞ 資産 負債 正味財産

生活安全総務課 166,279千円 11,427千円 154,852千円

基本財産 県出資額 県出資比率

804,311千円 300,000千円 37.3％

前期正味
財産増減額

当期正味
財産増減額

正味財産
期末残高

△10,398千円 △12,199千円 837,362千円

＜概ね良好＞ 資産 負債 正味財産

組織犯罪対策第一課 838,181千円 819千円 837,362千円

番
号

決　算　状　況　等 総 合 的 所 見 等

2

(公財)茨城県暴力
追放推進センター

出
資

1

(公財)茨城県防犯
協会

出
資

決
算

資
産

資
産

決
算

住宅侵入窃盗や自動車盗、ニセ電話詐欺といっ
た県民に身近な犯罪の被害を防止し、県民の治安
に対する不安を払拭するため、犯罪被害が発生す
る原因や課題を分析し、具体的かつ効果的な被害
防止対策を推進するよう指導していく。

また、県民のディフェンス力を強化するため、
防犯思想の普及・高揚に努め、犯罪の起きにくい
社会づくりの推進を図るよう指導していく。

さらに、安定した財産運営を行っていくため、
賛助会員の新規獲得による財政基盤の強化及び経
営状況を分析による経費削減を図り、効率的な法
人運営に努めるよう指導していく。

法人の業務は、不当要求防止責任者講習の実施
と暴力団に関する相談が中心となるが、不当要求
防止責任者講習については、受講対象となる選任
事業所の拡大を図るとともに、具体的事例を交え
た実践的な講習を実施するよう指導していき、受
講環境についても集合講習に加え、オンラインに
よる講習を導入しており、引き続き受講者が受講
しやすい環境を整えるよう指導していく。

また、暴力団に関する相談については、警察及
び弁護士との確実な連携により、早期に問題解決
を図るよう指導していく。

暴力団排除活動を行う法人として、各種業務の
機会を捉え暴力団排除活動への積極的な支援を行
い、県民にとって最も身近な存在となるよう効果
的な広報活動を展開するとともに、安定した事業
を実施するためにも、業務活動に賛同してくださ
る賛助会員を募集して、より財政基盤の充実を図
ることを指導していく。

左 に 係 る 対 応

法人は、暴力団員からの不当要求等について県
民からの相談に応じ、関係機関と連携して問題解
決に努めているほか、不当要求防止責任者講習会
の開催などを通じ、暴力団排除活動に取り組んで
いる。令和５年度は、「茨城県暴力団排除条例」
の改正に合わせて、警察等関係機関とともに暴力
団排除特別強化地域での広報活動を行った。

引き続き、安全で安心できる地域社会の実現に
向けて、法人活動を積極的にＰＲすることにより
認知度を高め、幅広い暴力団排除活動に努められ
たい。

また、法人の活動費は、基本財産の運用益と賛
助会員の会費等で賄われているところ、人件費な
どの管理費比率が増加していることから、事業費
の精査や効率的な法人運営に努めるとともに、賛
助会員の拡充や寄付金の募集など、財政基盤の充
実を図られたい。

本県の刑法犯認知件数は、令和４年に１９年連
続減少から増加に転じ、令和５年は１９，７６７
件(前年比２３．７％増)となった。特に、住宅侵
入窃盗及び自動車盗の犯罪率(人口１０万人当たり
の認知件数)は全国第１位と変わらず、ニセ電話詐
欺の被害額も増加している。

県民の治安に対する不安を払拭し、犯罪の起き
にくい社会づくりを推進するためには、地域の防
犯力強化への取組みが重要であることから、関係
機関等と連携して、犯罪被害が発生する原因や課
題を分析し、より効果的な啓発活動を行うなど、
防犯思想の普及・高揚に取り組まれたい。

また、令和５年度の当期経常増減額は△２，５
２４千円(前期比△２，０３４千円)となり、赤字
幅が広がっている。主な財源である自転車等防犯
登録事業収益が減少傾向にあることから、事業費
の精査による経費削減と効率的な法人運営に努
め、賛助会員の拡充による財政基盤の強化を図ら
れたい。

29
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ＳＮＳに起因する児童の犯罪被害防止対策について

令 和 ７ 年 ３ 月 1 3 日
生 活 安 全 部

１ ＳＮＳに起因する事犯の状況 ２ インターネットの適切な利⽤等に関する啓発活動

○ 児童ポルノ、育成条例違反による被害が多く、中高生がそれぞれ約半数
※構成比は、小数点以下第２位で四捨五入しているため、合計が必ずしも100％とは限らない。

中学生
15人
51.7%

高校生
14人

48.3%

児童ポルノ
14人

48.3%

不同意性交等
1人,3.4%

育成条例
９人

31.0%

児童買春
5人

17.2%

被害児童
23人

79.3%

被疑者
4人

13.8%

不明
2人

6.9%

(１) 被害児童数の推移（過去10年） ※児童及び子供とは18歳未満の者をいう

最初に投稿した者

日常生活
7人

30.4%

趣味嗜好
4人

17.4%

援助交際目的
4人

17.4%
友達募集

4人
17.4%

出会い目的
3人

13.0%

その他 1人,4.3%

被害児童23人の投稿内容の内訳

○ 被害児童29人のうち、児童から投稿したのは23人で約８割
○ 投稿内容は、「日常生活」、「趣味嗜好」、「友達募集」で約７割

※構成比は、小数点以下第２位で四捨五入しているため、合計が必ずしも100％とは限らない。

(人)
○ 非⾏防⽌教室や会議等の機会を通じた、

児童・生徒、保護者、学校関係者等に対する
広報啓発

４ 被害児童へのサポート活動

○ サイバーパトロールによりＳＮＳで子供の性
被害につながるおそれのある書き込みを発⾒

し、
注意喚起・警告メッセージを投稿

○ 少年相談コーナー等の窓口で、少年の非⾏、
悩みなどの問題について対応

３ 注意喚起・警告措置

ＳＮＳ警告画像

啓発ポスター

○ 少年警察ボランティア（大学生サポーター）
をモデルとした啓発ポスターやチラシの作成
（県内コンビニエンスストア等に掲示依頼）

○ 少年警察ボランティア、⻘少年相談員等への
児童の被害実態や被害防⽌対策の情報提供

○ 携帯電話販売店等に対する⻘少年確認義務、
フィルタリングサービスの説明や有効化措置義
務等の指導・要請

○ 県警察ＨＰ、県警察公式Ｘ等の各種媒体を
活用した「会わない」「載せない」「送らな
い」とのＳＮＳから⾃分を守る３つの合⾔葉
の周知

(２) 罪種別の割合（令和６年） (３) 学職別の割合（令和６年）

(４) 最初に投稿した者と投稿内容の内訳（令和６年）

スマホ安全教室

○ 被害児童数は例年30人前後で推移

○ 保護者から支援依頼があった児童やその保護
者に対する関係機関やボランティアと連携した
面接などのサポート活動の実施

28 34
23

32 35
25 23

35 30 29

0

10

20

30

40

H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６

（暫定値）

※児童とは18歳未満の者をいう
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県⺠が期待するパトロール活動の推進について

令和７年３月13日
地 域 部

１ 県⺠が期待するパトロール

▶ 把握した地域住⺠の問題意識や要望等の解決につながるパトロール活動

Ｑ 警察に最も⼒を入れて取り組んでほしいことは
何ですか

(1) 令和６年度ネットリサーチ結果

Ｑ 毎日の生活の中で犯罪や交通
事故に遭う不安を感じますか

(2) 警察活動を通じた住⺠のニーズの把握

24.9

19.2

9.7

8.5

7.9

(24)

(20.4)

(10.7)

(4.7)

(7.1)

0 15 30

地域のパトロールの強化

空き巣、自動車盗など窃盗
犯罪の取締り

交通事故の防止

外国人による犯罪の取締り

暴走族の取締り ※ の数値は
令和５年の結果

○ 巡回連絡や交番・駐在所連絡協議会による地域住⺠の意⾒要望の聴取

○ 不審者情報をはじめとした各種相談の受理

２ 安心感を高めるためのパトロール活動の推進

70.0 69.2 

30.0 30.8 

R 5 R 6

感じる 感じない

【農産物被害防⽌に向けたパトロール】 【住宅街におけるパトロール】

(1) 制服警察官の頼もしい姿を「⾒せる」パトロール活動

○ 不審者等に対する積極的な職務質問
○ ⽬にした軽微な違反や危険な⾏為も看過せず声掛け
○ 事件・事故の多発時間帯・地域に重点を置いた警戒

(2) パトロールカードを活用した「知らせる」パトロール活動

○ 昼間の不在世帯や深夜の家庭・事業所へ配布し、
パトロールしていることを知らせる

○ 犯罪や事故の被害防⽌対策をはじめとする情報発信

【⾃転⾞への声掛け】

【住⺠の反響】

⾞上ねらい被害に遭って警察に対応してもらった
が、後日、午前４時にパトロールに来てくれてい
た。とても心強く感じる。

朝、ポストに入ったパトロールカードを⾒て、深
夜にパトロールしてくれていると思うと安心する。

３ 特別⾃動⾞警ら部隊の派遣

○ 大規模災害等に伴う特別⾃動⾞警ら部隊の派遣
・ 被災地におけるパトカー等による警戒
・ 災害に便乗した犯罪を抑⽌

✓ 令和６年能登半島地震に伴う⽯川県への派遣
✓ ＪＲ⻑野駅前連続殺傷事件に対する⻑野県への派遣

【被災地における活動状況】

▶ 街頭における危険を防⽌し、犯罪を検挙する
とともに未然に防⽌する

（上位５項⽬を抜粋）
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暴⼒団及び匿名・流動型犯罪グループのイメージ図

広報啓発資料

匿名・流動型犯罪グループに対する警察の取組

令和７年３月 1 3日

２ 問題点及び今後の課題

３ 対策強化に向けた取組

１ 匿名・流動型犯罪グループの現状

(2) 特徴

○ 実態解明及び取締りの困難性

(3) 多様な資⾦獲得活動

(1) 問題点
○ いわゆる「闇バイト」問題

(1) 現状

○ 各種事犯における「ビジネスモデル」の解明及び解体

(1) いわゆる「闇バイト」対策

(2) 繁華街・歓楽街対策

(3) 犯罪収益対策

○ いわゆる「闇バイト」の募集や違法風俗等における有害業務の斡旋対策

○ 有害な労働募集情報の収集、排除、取締り
○ ⻘少年を犯罪に加担させない教育、保護対策
○ 関係機関と連携した広報啓発活動
○ 仮装身分捜査を活用した「雇われたふり作戦」

○ 違法⾵俗店の経営、客引き・スカウト⾏為の取締り
○ 悪質ホストクラブが関与する売春等斡旋事案の取締り
○ 違法⾵俗関連事犯への関与がうかがわれる犯罪グループの解明

○ 暴⼒団とは異なりSNS等を通じた緩やかな結びつきで離合集散
○ 匿名性の高い通信手段等を活用しながら役割を細分化
○ メンバーが流動的に変化し活動実態を匿名化・秘匿化
○ 犯罪によって得た収益を基に各種の事業活動に進出

暴⼒団数が減少傾向 → 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪が表面化

ニセ電話詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺、組織的な強盗・窃盗、繁華
街・歓楽街における多様な資⾦獲得活動(違法性⾵俗、スカウト等)、オンラ
イン賭博、フィッシング等による不正送⾦・不正決済、悪質リフォーム 等

ＳＮＳ等において「高額バイト」等の表現で犯罪実⾏者を募集
→ ⽬先の利益のため安易に応募 → 犯罪に加担 → 都合よく利用される

・ いわゆる「闇バイト」を利用し活動実態を匿名化
・ 海外を拠点とするなど中核部分を秘匿化

→ 組織構造や内部統制、資⾦の流れ等の実態解明が困難

○ マネー・ローンダリング事犯に対する組織的犯罪処罰法の適用
○ 犯罪収益等の剥奪（没収・追徴、罰⾦刑の獲得を⾒据えた捜査）
○ 犯⾏ツール対策（預貯⾦口座、電話、暗号資産、電子マネー等）

◎ 犯罪グループの実態解明及び部門間の情報連携を強化
◎ 取締りターゲットを選定した戦略的な取締り

＜県内の主な検挙事件＞
◎ 土浦市内における売春防⽌法違反・組織的犯罪処罰法違反事件【R6.7】
◎ カンボジア王国を拠点としたニセ電話詐欺事件【R6.10】
◎ 被害額８億円に係るSNS型投資詐欺事件【R6.11】
◎ スカウトグループによる職業安定法違反事件【R7.2】

○ 新たな捜査手法の確⽴

(2) 今後の課題

刑 事 部
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H26~R5平均 R6

死傷者数（人）

Ⅰ 歩 ⾏ 者 の 交 通 事 故 防 止 対 策 に つ い て

令和７年３月13日

１ 歩⾏者対⾃動⾞の交通事故

交 通 部

２ 運転者・歩⾏者双方に対する取組

Ⅱ マ イ ナ 免 許 証 の 運 ⽤ 開 始 に つ い て

(2) 夜間における死亡事故発生件数の推移

○ 令和６年は10⽉以降大
幅に減少

(1) 薄暮時間帯の歩⾏者の死傷者数等

○ 令和６年は発生件数・回
避可能件数ともに過去10年
間で最小

ア 交通安全教育

○ 過去10年平均は９⽉以
降増加傾向

１ 運⽤開始日

ア 「その手で合図︕止まってくれてありがとう⼤作戦」の推進
(1) 取組の重点

イ 「光って照らして☆Letʼs do it☆活動」の推進

ウ 広報啓発・情報発信

○ 反射材の配布及び直接貼付等

＜令和６年と過去10年間の比較（9⽉~12⽉）＞

２ マイナ免許証を保有しようとする方の申請先（当面の間）
・ 運転免許センター
・ 先⾏６警察署（太田、神栖、⽜久、つくば、古河、取手）

３ マイナ免許証を保有している方の更新、住所変更等の手続
・ 運転免許センター及び全ての警察署等

（2） 取組内容

イ 街頭活動

○ 運転者に対する交通安全教育

○ 横断時に手を上げることの励⾏
○ 停⽌したドライバーに対し会釈等で感謝の意思表示
○ 歩⾏者保護意識の醸成

○ 反射材着用の推進
○ 前照灯の早め点灯とハイビームの活用
○ 主体的な⾏動の促進

○ 歩⾏者に対する交通安全教育

○ テレビ等のメディアを活用した広報啓発
○ SNS等のあらゆる広報媒体を活用した情報発信

○ 横断歩⾏者妨害、可搬式速度違反⾃動取締装置
(いわゆる可搬式オービス) による取締り等

令和７年３⽉24日

・ 歩⾏者保護意識の向上に向けた教育

・ 横断の意思表示や確実な安全確認等、⾃ら安全を
守るための交通⾏動を促す教育

○ 関係機関・団体と連携したキャンペーン等の実施

○ 発生件数は平成30年以降
減少傾向であったものの、
令和３年から２年連続で増加

【リフレクターバンド】

※ 薄暮時間帯とは、日没前後１時間をいう

県警察では、マイナ免許証に関する相談窓口として、
「茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル」を開設しています。
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(２) 技術情報等の流出防止への取組

令和７年３⽉13日
警 備 部

１ 諸外国からのサイバー攻撃と技術情報等の流出への対策 ２ 様々な犯罪に関与する不法滞在外国人への対策

(1) サイバー攻撃対策 (1) 不法滞在等外国人の検挙・摘発状況

(3) 不法滞在外国人を定着させないための取組③アウト
リーチ

①情報収集
・分析

②実態解明
・取締り

 企業等への情報提供
 県内情勢の把握  技術獲得動向の把握

 工作活動の把握

 手口の実態解明
 事件捜査・検挙

「アウトリーチ活動」
 働き掛けの手口や有効な対策を

企業や研究機関に情報提供すること

ア サイバー攻撃の情勢

イ 官⺠⼀体となった対策の推進

• 高度な技術を悪用したサイバー攻撃が多発
ウェブサイトの閲覧障害
情報窃取を⽬的とした不正アクセス
ランサムウェア

• 国家を背景に持つサイバー攻撃の存在を確認

• 官⺠連携の枠組み
茨城県サイバーテロ対策協議会
つくば地区サイバー攻撃対策協議会
サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク

• 脅威情報の提供や助⾔
• 事案発生を想定した共同対処訓練等の実施や講演

の開催 茨城県サイバーテロ
対策協議会 研修会(R7.2)

不動産事業者に対し、不動産
賃貸契約に基づく、

▶契約者の本人確認
▶契約上の居住者と相違な

いかの定期的な確認
の徹底を働き掛け

不法滞在者の定着を未然に防止

不動産事業者による提供チラシ
の貼付状況◀

(2) 不法滞在外国人による犯罪の現状（令和６年中）
※ いずれも検挙状況

正規滞在者

外国人87件
73.1％

日本人32件
26.9％

不法滞在者 63件
72.4％24件 27.6％

県内被害総額 約 20億円

■太陽光発電施設関連窃盗(⾦属盗等)事件

■凶悪犯罪につながり得る薬物犯罪

正規滞在者
28件 29.8％ 70.2％

日本人
312件 76.8％

外国人94件
23.2％

不法滞在者 66件
県⺠の生命・⾝体

を脅かす犯罪

県⺠の財産を
侵害する犯罪

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R06.2末 R07.2末
0
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355
約55%
増加

199225

354
484
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60 52

摘発
検挙

摘発
検挙

49

不法滞在等外国人による出⼊国管理及び
難⺠認定法違反の検挙・摘発人員の推移

単位︓人
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